
   

２０２５年５月 

お客さま各位 

株 式会社山梨中央銀行 

 

外国仕向送金事前ネット受付サービスの入力画面リニューアル 

および外国仕向送金の受付店・受付方法の見直しについて 

 

いつも山梨中央銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。 

当行では、2025 年中に予定されている SWIFT（国際銀行間通信協会）の外国送金電文のフ

ォーマット変更（ISO20022）に対応するため、2025 年 6月 16日に外国仕向送金事前ネット

受付サービスをリニューアルします。 

また、外国仕向送金の受付店・受付方法を下記のとおり見直しさせていただきます。 

お客さまには何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

１．お客さま入力画面の主なリニューアル内容 

  依頼人・受取人等の住所を「国名、都道府県名、市区町村名等」に細かく分けて入力いただ

きます。 

ご来店前にお客さまのパソコン・スマートフォンなどのインターネット環境から外国送金の

ご依頼内容を事前登録いただけるなどのお取扱いについては、従来から変更はありません。 

また、過去（リニューアル前）にご依頼いただいた送金につきましても、二次元コードを利

用したリピート送金を引き続き、ご利用いただけます（ただし、一部情報が不足する項目につ

いて再入力していただきます）。 

※詳しくは、「山梨中央銀行ホームページ≫さらに便利に≫外国為替≫外国送金≫外国仕向送金

事前ネット受付サービス」をご確認ください。 

  

２．外国仕向送金の受付店・受付方法の見直し 

（１）来店予約指定店舗の見直し 

   小淵沢支店および山中湖支店を来店予約指定できる店舗から除外いたします。 

 

           ＜受付店舗一覧（2025 年 6 月 16 日以降）＞ 

本店営業部、県庁支店、南支店、湯村支店、貢川支店、和戸支店、後屋支店、日下部支店、 

塩山支店、石和支店、御坂支店、韮崎支店、竜王支店、敷島支店、昭和支店、田富支店、 

小笠原支店、白根支店、市川支店、身延支店、青柳支店、長坂支店、吉田支店、 

河口湖支店、大月支店、上野原支店、都留支店、東京支店、新宿支店、荻窪支店、 

調布支店、八王子支店、めじろ台支店、みなみ野シティ支店、国分寺支店、立川支店、 

日野支店、町田支店、羽村支店、相模原支店、東村山支店 

 

 
（裏面に続きます） 

https://www.yamanashibank.co.jp/personal/useful/foreign/remittance/web_service.html
https://www.yamanashibank.co.jp/personal/useful/foreign/remittance/web_service.html


   

（２）来店予約日の見直し 

   ご指定いただけるご来店予定日を、「ご依頼内容の登録日の２営業日以降」から「ご依頼

内容の登録日の 3 営業日以降」に見直しさせていただきます。 

 

（３）登録式外国送金依頼書の取扱い終了 

   登録式外国送金依頼書につきまして、お取扱いを終了させていただきます。 

 

３．実施日 

  ２０２５年６月１６日（月） 

 

４．外国送金電文の新フォーマット対応とは 

  当行をはじめとする各国金融機関は、SWIFT のネットワークを使用し、海外銀行と電文を

やり取りすることで、外国送金業務を遂行しています。 

この外国送金電文のフォーマットについて、SWIFT は 2025 年 11 月までに、ISO20022

（金融通信分野の国際規格）に準拠した新フォーマットに変更することを公表しております。 

 

  新フォーマットでは、現行より多くの情報が送受信可能となります。これにより、マネー・

ローンダリング等防止対策の高度化や事務処理の自動化、およびデータ利活用が期待されてい

ます。また、従来別々であったクロスボーダー送金や各国地場決済制度の電文フォーマットが

統一・標準化されることで、送金取引がよりスピーディーに行われることも期待されています。 

 

  新フォーマットでは、お客さまからいただく送金依頼人・受取人等の英字住所情報について、

下例のように、国名、都道府県名、市区町村名等に細かく分けていただく必要等がございます。 

＜新フォーマット対応に伴う現行からの変更点（一例）＞ 

 
 

５．お問い合わせ先 

  当行本・支店または当行市場国際部（電話：055-224-1183） 

  ※ 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00 

           （ただし、祝日、12 月 31 日から 1 月 3 日は除きます。） 

以 上 


